
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対

策
特

別
措

置
法
第

45
条
等
の
運
用
①

考
え
方

ご
提
案
の
概
要
（
支
障
事
例
）

・
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。
）
上
、
第

24
条
第
９
項
は
都
道
府
県
対
策

本
部
長
に
よ
る
一
般
的
な
協
力
要
請
で
あ
る
が
、
第

45
条
第
２
項
は
特
定
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
政
令
の
定
め
る
多
数

の
者
が
利
用
す
る
施
設
等
に
対
す
る
範
囲
を
限
定
し
た
要
請
で
あ
り
異
な
る
も
の
。

・
第

45
条
第
２
項
に
基
づ
く
要
請
を
行
う
場
合
、
ま
ず
は
業
種
や
類
型
ご
と
に
法
的
な
要
請
を
行
う
べ
き
。

・
全
県
的
に
多
数
の
店
舗
等
が
点
在
し
、
組
合
な
ど
同
業
者
の
団
体
が
な
い
業
種
や
団
体
が
あ
っ
て
も
未
加
盟
事
業
者
が

多
数
存
在
す
る
業
種
に
対
し
て
第
２
項
の
要
請
を
行
う
こ
と
と
な
る
と
、
相
当
数
の
個
別
店
舗
の
営
業
確
認
等
に
か
な

り
の
時
間
を
要
す
る
な
ど
迅
速
な
対
応
が
困
難
。

・
施
設
の
使
用
制
限
等
を
行
う
場
合
は
、
第
１
段
階
と
し
て
、
特
措
法
第

24
条
第
９
項
に
よ
る
協
力
の
要
請
を
実
施
。

そ
れ
に
正
当
な
理
由
が
な
い
も
か
か
わ
ら
ず
応
じ
な
い
場
合
に
、
第
２
段
階
と
し
て
、
特
措
法
第

45
条
第
２
項
に

基
づ
く
要
請
等
を
実
施
。

・
特
定
都
道
府
県
知
事
は
、
特
措
法
第

45
条
第
２
項
又
は
第
３
項
に
基
づ
く
、
施
設
の
使
用
制
限
の
要
請
又
は
指
示
は
、

施
設
を
管
理
す
る
者
等
に
対
し
て
実
施
。
特
措
法
第

45
条
第
３
項
に
基
づ
く
指
示
は
、
行
政
手
続
法
第
２
条
第
４
号
の

不
利
益
処
分
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
踏
ま
え
れ
ば
、
特
措
法
第

45
条
第
２
項
第
３
項
に
基
づ
く
施
設
の

使
用
制
限
の
要
請
又
は
指
示
は
、
個
別
の
施
設
を
対
象
に
行
う
こ
と
を
予
定
。

・
特
措
法
第

45
条
第
２
項
又
は
第
３
項
に
基
づ
く
要
請
又
は
指
示
を
行
っ
た
場
合
の
、
特
措
法
第

45
条
第
４
項
に
基
づ
く

公
表
も
、
特
定
可
能
な
個
別
の
施
設
名
等
を
広
く
周
知
す
る
と
い
う
趣
旨
で
実
施
。

・
実
態
と
し
て
は
、
特
措
法
第

24
条
第
９
項
に
基
づ
く
要
請
に
よ
り
、
多
く
の
事
業
者
が
要
請
に
従
っ
て
い
た
だ
い
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
今
後
と
も
、
特
措
法
第

24
条
第
９
項
と
第

45
条
第
２
項
、
第
３
項
を
適
切
に
活
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
対
応
を
お
願
い
し
た
い
。
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○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成

24
年
法
律
第

31
号
）

（
感
染
を
防
止
す
る
た
め
の
協
力
要
請
等
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２
特
定
都
道
府
県
知
事
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
ま
ん
延
を
防
止
し
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護

し
、
並
び
に
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
潜
伏
期
間
及
び
治
癒
ま
で
の
期

間
を
考
慮
し
て
当
該
特
定
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
（
通
所
又
は
短
期
間
の
入
所
に
よ
り
利
用
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
、
興
行
場
（
興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
興
行
場
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
多
数
の
者

が
利
用
す
る
施
設
を
管
理
す
る
者
又
は
当
該
施
設
を
使
用
し
て
催
物
を
開
催
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
施
設
の

使
用
の
制
限
若
し
く
は
停
止
又
は
催
物
の
開
催
の
制
限
若
し
く
は
停
止
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
施
設
管
理
者
等
が
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
特
定
都
道
府
県
知
事
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
ま
ん
延

を
防
止
し
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
並
び
に
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
当
該

施
設
管
理
者
等
に
対
し
、
当
該
要
請
に
係
る
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
特
定
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
第

45
条
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
、
指
示
及
び
公
表
に
つ
い
て
（
令
和
２
年
４
月

23
日
内
閣
官
房
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進
室
長
事
務
連
絡
）

１
．
特
措
法
第

45
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
及
び
指
示
の
対
象

特
措
法

45
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
及
び
指
示
は
、
施
設
を
管
理
す
る
者
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
使
用
制
限
等
の
対
象
も

個
別
の
施
設
と
な
る
。
ま
た
、
当
該
要
請
及
び
指
示
に
伴
う
特
措
法
第

45
条
第
４
項
の
公
表
も
、
特
定
可
能
な
個
別
の
施
設
名
等
を
広
く
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、

当
該
施
設
に
行
か
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
合
理
的
行
動
を
確
保
す
る
こ
と
を
考
え
方
の
基
本
と
し
て
い
る
。

２
．
特
措
法
第

45
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
及
び
指
示
の
手
続

特
措
法
第

45
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
は
、
行
政
手
続
法
（
行
手
法
）
第
２
条
第
１
項
第
６
号
の
行
政
指
導
、
特
措
法
第

45
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ

く
指
示
は
、
行
手
法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
の
不
利
益
処
分
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
行
手
法
の
規
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。
（
以
下
略
）

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
対
処
方
針

三
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項

（
３
）
ま
ん
延
防
止

３
）
施
設
の
使
用
制
限
等
（
前
述
し
た
催
物
（
イ
ベ
ン
ト
等
）
の
開
催
制
限
、
後
述
す
る
学
校
等
を
除
く
）

①
特
定
警
戒
都
道
府
県
は
、
法
第

24
条
第

9項
及
び
法
第

45
条
第
２
項
等
に
基
づ
き
、
感
染
の
拡
大
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
施
設
の
使
用
制
限
の
要
請
等
を
行

う
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
け
る
要
請
等
に
あ
た
っ
て
は
、
第
１
段
階
と
し
て
法
第

24
条
第
９
項
に
よ
る
協
力
の
要
請
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
正
当

な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
応
じ
な
い
場
合
に
、
第
２
段
階
と
し
て
法
第

45
条
第
２
項
に
基
づ
く
要
請
、
次
い
で
同
条
第
３
項
に
基
づ
く
指
示
を
行
い
、
こ
れ

ら
の
要
請
及
び
指
示
の
公
表
を
行
う
も
の
と
す
る
。
（
以
下
略
）

根
拠
条
文
等

新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対

策
特

別
措

置
法
第

45
条
等
の
運
用
②

3

80



緊
急

事
態

措
置

等
の

実
施

に
係

る
事

前
協
議

○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成

24
年
法
律
第

31
号
）

（
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
責
務
）

第
三
条
第
四
項

地
方
公
共
団
体
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
的
対
処
方
針
に
基
づ
き
、
自
ら
そ
の
区
域
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
対
策
を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
し
、
及
び
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
お
い
て
関
係
機
関
が
実
施
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
政
府
対
策
本
部
長
の
権
限
）

第
二
十
条

政
府
対
策
本
部
長
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
基
本
的
対
処
方
針
に
基
づ
き
、
指
定
行
政
機
関
の
長
及
び

指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
並
び
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
権
限
を
委
任
さ
れ
た
当
該
指
定
行
政
機
関
の
職
員
及
び
当
該
指
定
地
方
行
政
機
関
の
職
員
、
都
道
府
県
の
知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下

「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
指
定
公
共
機
関
に
対
し
、
指
定
行
政
機
関
、
都
道
府
県
及
び
指
定
公
共
機
関
が
実
施
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
に
関
す
る
総
合
調
整
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
政
府
対
策
本
部
長
及
び
都
道
府
県
対
策
本
部
長
の
指
示
）

第
三
十
三
条

政
府
対
策
本
部
長
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
の
総
合
調
整
に
基
づ
く
所
要
の
措
置
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
対
策
を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
行
政
機
関
の
長
及
び
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
並
び
に
第
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
権
限
を
委
任
さ
れ
た
当
該
指
定
行
政
機
関
の
職
員
及
び
当
該
指
定
地
方
行
政
機
関
の
職
員
、
都
道
府
県
知
事
等
並
び
に
指
定
公
共
機
関
に
対
し
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
令
和
２
年
３
月

11
日
衆
議
院
内
閣
委
員
会
）

七
各
種
対
策
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
の
自
由
と
権
利
の
制
限
は
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
関
係
機
関
に
対
し
て
も
、
そ
の
旨
徹
底
す
る
こ
と
。

○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
令
和
２
年
３
月

11
日
参
議
院
内
閣
委
員
会
）

八
各
種
対
策
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
の
自
由
と
権
利
の
制
限
は
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
関
係
機
関
に
対
し
て
も
、
そ
の
旨
徹
底
す
る
こ
と
。

考
え
方

ご
提
案
の
概
要
（
支
障
事
例
）

・
特
措
法
第

45
 条
第
２
項
の
要
請
に
際
し
、
国
と
の
事
前
協
議
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
機
動
的
な
対
応
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

・
緊
急
事
態
措
置
等
の
実
施
に
係
る
事
前
協
議
は
、
基
本
的
対
処
方
針
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

・
附
帯
決
議
に
お
い
て
、
国
民
の
自
由
と
権
利
の
制
限
は
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
性
質
上
、
近
隣
の
都
道
府
県
同
士
や
全
国
の
都
道
府
県
が
足
並
み
を
揃
え
た
取
組
が
行
わ
れ
る
必
要
が

あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
、
特
措
法
や
基
本
的
対
処
方
針
に
の
っ
と
っ
た
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
等
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
実
施
。

・
基
本
的
対
処
方
針
等
に
基
づ
く
事
前
協
議
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
特
措
法
第

20
条
の
総
合
調
整
権
や
特
措
法
第

33
条
の
指
示
権
に
よ
ら
ず

と
も
、
国
と
都
道
府
県
間
に
お
け
る
迅
速
か
つ
機
動
的
な
調
整
が
可
能
。

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
対
処
方
針

三
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項

（
６
）
そ
の
他
重
要
な
留
意
事
項

３
）
関
係
機
関
と
の
連
携
の
推
進

⑦
特
定
都
道
府
県
等
は
、
緊
急
事
態
措
置
等
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
国
と
協
議
し
、
迅
速
な
情
報
共
有
を
行
う
。
政
府
対
策
本
部
長
は
、
特
定
都
道
府
県
が
適
切
に
緊
急
事
態

措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
専
門
家
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
特
定
都
道
府
県
と
総
合
調
整
を
行
う
。

根
拠
条
文
等

4
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令
和

２
年
７
月
３
日
設
置

※
全

閣
僚

で
構
成

＜
構

成
員

＞
･本

部
長
：

内
閣

総
理
大
臣

･副
本

部
長
：
内
閣
官

房
長
官

厚
生

労
働
大
臣

西
村

国
務
大
臣

＜
所

掌
事

務
＞

･新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対

策
に
係
る
事
務

新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感

染
症

対
策

本
部

意
見

等

基
本

的
対
処
方

針
の

諮
問

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

専
門
家
会
議

●
特

措
法

第
18

条
４
項

に
基

づ

く
意

見
（
基

本
的

対
処

方
針

の
作

成
、
変

更
）

※
特
措
法
改
正
前
に
設
け

ら
れ
た
対
策
本
部
に
設
置

（
2月

14
日
）

医
療
・公

衆
衛
生
に

関
す
る
分
科
会

社
会
機
能
に

関
す
る
分
科
会

●
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
対
策
に
つ
い
て
医

学
的

な
見

地
か
ら
の

助
言

等

基
本
的
対
処
方
針
等

諮
問
委
員
会

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
有
識
者
会

議

※
全

閣
僚
で
構
成

ま
ん
延

の
恐
れ
が
あ
る
時
に

疾
病

ご
と
に
対
策
本
部
を
設
置

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
分
科
会

＜
廃
止
＞

●
感

染
動
向
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

●
今

後
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
在
り
方

●
今

後
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

等
⇒

全
国
知
事
会
の
代
表
者
が
構
成
員
と
し
て
参
画

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
閣
僚
会
議

厚
生

労
働

省
ア
ド
バ

イ
ザ

リ
ー
ボ
ー
ド

※
厚

生
労
働
省
対
策
推
進
本
部
の
下
に

2月
か
ら
設
置

厚
生

労
働
省
に
対
し
、
専
門
的
・
技
術
的
見
地
か
ら
助
言

新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

対
策

に
係
る
専

門
家
助

言
組
織
に
つ
い
て

5
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